
※この届出の対象は以下に該当する場合のみです。（都市計画法施行規則第２８

条の４各号に掲げるものと同様） 

該当しない変更がある場合は、開発事業変更事前協議申請を行ってく

ださい。 

 

一 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に

掲げるものを除く。 

 

  イ 予定建築物等の敷地の規模の１０分の１以上の増減を伴うもの 

 

  ロ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を

伴うもので、当該敷地の規模が１，０００平方メートル以上とな

るもの 

 

二 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住

宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物

若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しく

は建設の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が１ヘク

タール以上のものを除く。）以外の開発行為にあつては、工事施行

者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。 

 

三 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

 



様式第９号（第５条関係） 

 

開発事業（変更）事前協議変更届 

  

三郷市長         あて 

 

届出者 住所     

氏名   郷 ㊞ 

電話番号   

（法人は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

 三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則第５条第１項の規定により、開発

事業の事前協議に係る事項の変更について、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 協議締結年月日・番号 

 

       □□□□三開条例協議第□□□号 

    

２ 変更に係る事項 

 

   宅地分譲に係る各区画面積の変更                

（Ａ棟１３０㎡→１２５㎡、Ｂ棟１２０㎡→１２５㎡）       

 

３ 変更の理由 

 

    建築計画に伴って区画の形状に不都合が生じた為        

 

備考 

・変更に係る図面を添付してください。 

・代理人が届出る場合、委任状（書式の定めなし）を添付してください。 

・提出部数は１部です（副本の返却を希望する場合は２部）。 

記載方法 

変更協議を行った場合は、変更協議も記

入してください。（タイトルの「変更」も

そのまま残してください） 

変更協議を行っていない場合は、変更を

消してください。 
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